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「３分の１ルール」と呼ばれる商慣習（賞味期間６か月、１月製造の食品の例） 

 
東京都作成 

 

 

「３分の１ルール」とは、小売店がメーカーからの納品期限及び店頭での販売期限を製造日から 

賞味期限での期間を概ね３等分して設定する商慣習のことを言う。実際は、この図のような単純な

図式とは限らず、契約によって様々な取引形態が存在する。 

販売期限は、小売店が商品管理の必要性から独自に設定する店頭で商品を販売する期限のことで、

日本だけに見られる。 

 

 

製造日 販売期限

メーカー

小売への

納品期限
賞味期限

卸

廃棄

（未出荷分、

卸からの返品分）、

寄贈

（一部未出荷分）

卸への

納品期限

１月 ２月末日 ４月末日 ６月末日

在庫 納品期限のない販売先を調整

在庫

廃棄、

メーカーに返品、

寄贈

納品期限のない販売先を調整

廃棄、

卸に返品、

寄贈

店頭販売小売①

店頭販売小売②
廃棄、

卸に返品、

寄贈

一部の小売においては、

販売期限を設定（小売①）

それ以外の小売では、

店頭販売を継続。値引き開

始時期は各店舗により異な

る（小売②）

納品期限を各小売において

設定

→卸では、一番厳しい期限設

定に合わせて在庫管理

返品の主な理由は、納品期

限切れや商品の改廃、余剰

在庫、破損など

納品期限：メーカーから卸に、卸から小売にそれぞれ納品できる期限

販売期限：小売の店頭で販売できる期限

賞味期限：その食品をおいしく食べられる期限

卸
に
納
品

値引き販売

小
売
に
納
品
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（2016年卸売業調査） （2016年卸売業調査） 

（2016年小売業調査） 

出典：製配販連携協議会資料より都作成 

出典：製配販連携協議会資料より都作成 

2016 年度の業界全体の返品額

は 871億円と推計される。様々な

理由でサプライチェーンの上流

に返品されたものが廃棄につな

がっていると考えられる。 

 


